
商
品
券
取
扱
店
舗
に
よ
っ
て
は
、

営
業
日
時
が
異
な
る
た
め
、
事
前
に

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
を

過
ぎ
た
商
品
券
は
、
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

▽
高
齢
者
生
活
支
援
デ
ジ
タ
ル
商
品

券

郵
便
局
で
の
保
管
期
限
を
過

ぎ
て
、
受
け
取
り
で
き
な
か
っ
た

場
合
は
、
１
月
20
日
㈮
ま
で
に
高

齢
者
支
援
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。

▽
そ
の
他

商
品
券
取
扱
店
舗
な
ど

は
、
秋
川
渓
谷
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ

ジ
タ
ル
商
品
券
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
直
接
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ

秋
川
渓
谷
プ
レ
ミ
ア
ム

付
デ
ジ
タ
ル
商
品
券
事
務
局
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
［
☎
０
５
７
０
・
２

０
０
・
３
５
６
（
祝
日
を
除
く
平

日
午
前
10
時
～
午
後
６
時
）
］

▽
担
当
課

●
秋
川
渓
谷
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ

ル
商
品
券
…
商
工
振
興
課
商
工
振

興
係

●
高
齢
者
生
活
支
援
デ
ジ
タ
ル
商
品

券
…
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支
援

係
（
直
通
５
５
８
・
１
９
５
３
）

12
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模
様

を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
市
議
会
」
か
ら
「
本
会
議
録
画

中
継
」を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ

議
会
事
務
局

令
和
４
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た

家
屋
は
、
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画

税
（
市
街
化
区
域
内
に
限
る
）
の
対

象
で
す
。

令
和
４
年
中
に
取
り
壊
さ
れ
た
家

屋
は
、
令
和
５
年
度
か
ら
課
税
さ
れ

な
く
な
り
ま
す
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
て
市
の
家

屋
調
査
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
方

や
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
家
屋
資
産
税
係

償
却
資
産
が
あ
る
方
へ

個
人
か
法
人
が
そ
の
事
業
の
た
め

に
用
い
て
い
る
構
築
物
や
機
械
、
装

置
、
備
品
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し

て
固
定
資
産
税
の
対
象
で
す
。

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
方
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を

貸
し
付
け
て
い
る
方
で
、
償
却
資
産

を
お
持
ち
の
方
は
、
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
第
11
回

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
請
求
期
限

３
月
31
日
㈮
ま
で

▽
支
給
内
容

額
面
25
万
円
、
５
年

償
還
の
記
名
国
債

▽
対
象

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時

の
遺
族
の
方
で
、
令
和
２
年
４
月

１
日
に
お
い
て
、
「
恩
給
法
に
よ

る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
」
な
ど
を
受
け
た
方
（
戦

没
者
な
ど
の
妻
や
父
母
等
）
が
い

な
い
場
合
、
次
の
順
番
で
遺
族
の

方
１
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病

者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要

件
で
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
上
記
①
か
ら
③
ま
で
以
外
の
戦
没

者
な
ど
の
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、

姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

福
祉
総
務
課

福
祉
総
務
係
（
☎
５
１
８
・
７
２

５
０
）

▽
参
加
資
格

個
人
か
法
人

▽
売
払
物
件

13
画
地

▽
募
集
要
領
の
配
布
場
所

引
田
相

談
事
務
所
、
本
庁
舎
、
五
日
市
出

張
所
、
中
央
公
民
館
、
五
日
市

フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ
、
あ
き
る
野
ル

ピ
ア

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
送
付
も
可
能
で
す
（
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
）。

▽
参
加
申
込
み
の
受
付
場
所

引
田

相
談
事
務
所

▽
配
布
・
受
付
日
時

２
月
３
日
㈮

ま
で

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分
（
正
午
～
午
後
１
時
、
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
各
施
設
開
庁
日
時
に
限
る
。

▽
抽
選
日

２
月
10
日
㈮

▽
そ
の
他

詳
し
く
は
、
募
集
要
領

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▽
配
布
・
受
付
・
問
合
せ

区
画
整

理
推
進
室
引
田
相
談
事
務
所
（
直

通
５
１
８
・
２
９
２
２
）

市
で
は
、
簡
易
な
維
持
補
修
工
事

や
応
急
工
事
が
発
生
し
た
際
、
速
や

か
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
、
事
業

者
と
工
事
系
単
価
契
約
を
締
結
し
て

い
ま
す
。
令
和
５
年
度
の
工
事
系
単

価
契
約
を
希
望
す
る
事
業
者
の
申
込

み
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
過
去
に
工
事
系
単
価
契
約
を
締
結

し
て
い
る
事
業
者
も
、
申
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

契
約
管
財
課

契
約
管
財
係
（
直
通
５
５
８
・
１

３
９
０
）

市
で
は
、
少
額
で
内
容
が
軽
易
な

契
約
（
単
価
契
約
含
む
）
を
希
望
す

る
事
業
者
を
対
象
に
、
令
和
５
・
６

年
度
小
規
模
等
随
意
契
約
希
望
事
業

者
登
録
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▽
申
請
・
問
合
せ

契
約
管
財
課
契

約
管
財
係
（
直
通
５
５
８
・
１
３

９
０
）

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
燃

料
価
格
の
高
騰
に
よ
り
著
し
い
影
響

を
受
け
て
い
る
交
通
事
業
者
を
支
援

す
る
た
め
、
令
和
４
年
10
月
１
日
時

点
で
、
市
内
で
乗
降
可
能
な
停
留
所

を
有
す
る
乗
合
バ
ス
事
業
者
と
、
市

内
に
本
店
、
支
店
か
営
業
所
を
有
す

る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
、
市
内
に
住
所

を
有
す
る
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に

対
し
、
臨
時
の
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

※
福
祉
輸
送
事
業
の
み
を
行
う
タ
ク

シ
ー
事
業
者
は
補
助
対
象
者
か
ら

除
い
て
い
ま
す
。

▽
申
請
期
日

１
月
31
日
㈫
ま
で

※
消
印
有
効

▽
申
請
方
法

次
の
書
類
を
企
画
政

策
部
企
画
政
策
課
窓
口
に
郵
送

か
、
直
接
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

●
あ
き
る
野
市
交
通
事
業
者
臨
時
補

助
金
交
付
申
請
書

●
道
路
運
送
法
第
４
条
の
許
可
を
受

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

●
支
払
金
口
座
振
替
依
頼
書

●
基
準
日
に
お
け
る
対
象
車
両
の
数

が
確
認
で
き
る
書
類
（
乗
合
バ
ス

事
業
者
の
み
）

●
対
象
車
両
に
係
る
自
動
車
車
検
証

の
写
し（
タ
ク
シ
ー
事
業
者
の
み
）

※
申
請
書
類
は
、
企
画
政
策
課
に
配

置
し
て
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

▽
問
合
せ

企
画
政
策
課
（
直
通
５

５
８
・
１
２
６
１
）

障
害
基
礎
年
金
は
、
病
気
や
け
が

で
生
活
や
仕
事
な
ど
が
制
限
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
で
、
現
役
世
代
の

方
で
も
受
け
取
れ
ま
す
。
請
求
前
に

要
件
な
ど
の
確
認
が
あ
り
ま
す
の

で
、請
求
の
相
談
や
手
続
き
の
際
は
、

「
予
約
相
談
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。初

診
日
（
障
害
の
原
因
と
な
っ
た

傷
病
に
つ
い
て
、
初
め
て
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
）
に
加
入
し
て
い
た

制
度
に
よ
り
、
受
付
が
年
金
事
務
所

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象

初
診
日
が
国
民
年
金
の
被

保
険
者
期
間
に
あ
る
方

※
20
歳
前
（
年
金
制
度
に
加
入
し
て

い
な
い
期
間
）、
60
歳
以
上
65
歳

未
満
（
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ

支
給
を
受
け
て
い
る
方
を
除
く
）

に
初
診
日
が
あ
る
方
も
含
み
ま
す
。

※
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間

中
に
初
診
日
が
あ
る
方
は
、
「
障

害
厚
生
年
金
」
の
対
象
で
す
。

▽
支
給
要
件

次
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
こ
と

●
障
害
の
状
態
が
、
国
民
年
金
法
の

障
害
基
準
（
１
級
か
２
級
）
に
該

当
す
る
こ
と

●
初
診
日
の
前
日
に
お
い
て
、
保
険

料
の
未
納
期
間
が
被
保
険
者
期
間

全
体
（
初
診
日
の
月
の
前
々
月
ま

で
の
期
間
）
の
３
分
の
１
を
超
え

て
い
な
い
か
、
直
近
１
年
間
（
初

診
日
の
月
の
前
々
月
ま
で
の
期
間
）

に
保
険
料
の
未
納
が
な
い
こ
と（
初

診
日
が
20
歳
前
の
方
を
除
く
）

▽
年
金
額
（
令
和
４
年
度
）

●
１
級
…
97
万
２
２
５
０
円

●
２
級
…
77
万
７
８
０
０
円

▽
子
の
加
算
額

生
計
を
維
持
し
て

い
る
18
歳
に
到
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
子
（
20
歳
未
満
で
障
害
基
準

が
１
級
か
２
級
に
該
当
す
る
子
）

が
い
る
場
合
は
、
子
の
数
に
応
じ

た
加
算
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
１
人
目
・
２
人
目
の
子
…
各
22
万

３
８
０
０
円
（
年
額
）

●
３
人
目
以
降
の
子
…
各
７
万
４
６

０
０
円
（
年
額
）

▽
受
付
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
障
害
厚
生
年
金
の
相
談

は
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２

８
・
30
・
３
４
１
０
）

▽
申
告
期
日
…
１
月
31
日
㈫
ま
で

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
そ
の
他

新
規
に
事
業
を
始
め
た

方
で
申
告
用
紙
が
必
要
な
方
は
、

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
家
屋
資
産
税
係

本会議
録画中継

秋川渓谷
プレミアム付
デジタル商品券
ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

（3） 令和５年（2023年）１月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

秋
川
渓
谷
プ
レ
ミ
ア
ム
付

デ
ジ
タ
ル
商
品
券
・

高
齢
者
生
活
支
援
デ
ジ
タ
ル

商
品
券
の
有
効
期
限
は

１
月
31
日
ま
で

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
録
画
）で

配
信
中

家
屋
を
新
築
・
増
築
、

取
り
壊
さ
れ
た
方
へ

戦
没
者
な
ど
の

遺
族
の
方
へ

11
回
特
別
弔
慰
金
の

請
求
期
限
は
３
月
31
日
ま
で

武
蔵
引
田
駅
北
口

土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
の

保
留
地
を
売
払
し
ま
す

令
和
５
年
度

工
事
系
単
価
契
約
の

申
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

小
規
模
等
随
意
契
約
希
望

事
業
者
登
録
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

あ
き
る
野
市
交
通
事
業
者
臨

時
補
助
金
の
手
続
き
は
お
済

み
で
す
か

「
障
害
基
礎
年
金
」を
ご
存
じ
で
す
か

〜
市
役
所
で
予
約
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
〜


